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令和元年６月 24 日 

建 築 都 市 局 

 

小倉合同庁舎跡地の取得等要望書の提出について（報告） 

 

 

１ 跡地の概要 

本市では、都市計画マスタープランにおいて、小倉都心を、200 万人の人口

を有する北九州都市圏の中核として、また、国際化時代の交流拠点として、まち

づくりを進めることとしている。 

小倉合同庁舎跡地（以下、「跡地」という。）は、この小倉都心の城内地区に 

位置する未利用国有地である。 

 

■ 所 在 地：北九州市小倉北区城内 46 番 3 外 3 筆 

■ 面  積：9635.07 ㎡ 

■ 登記地目：宅地 

■ 用途地域：商業地域（建蔽率 80％、容積率 400％） 

■ 所 有 者：財務省（窓口：福岡財務支局） 

 

 

 

２ 城内地区のまちづくり 

（１）地区計画（城内大手町地区地区計画） 

本市では、城内地区の土地利用方針として、地区計画（最終変更：平成２９年

１月）を定め、「市民文化の振興や観光の魅力増進に向け、既存の中央図書館や

公園などの公共施設、市民が憩える交流施設などを基本とした土地利用を進める」

こととしている。 

（２）これまでの取組 

本市はこれまでに、跡地周辺において、地区計画に基づいた公共施設や交流施

設等の整備を行うなど、都心にふさわしいまちづくりを進めてきた。 

 

■ 歴史・文化施設 

小倉城、小倉城庭園、松本清張記念館、中央図書館、文学館 

■ 子育て・健康づくりに資する憩いの空間 

勝山公園、大門木町線の並木道をはじめとした歩行空間 

■ 親水アメニティ空間 

マイタウン・マイリバー整備事業による紫川河畔施設 

■ 商業・業務機能の集積 

リバーウォーク北九州 
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３ 跡地取得までの流れ 

現在、財務省では、跡地の処分に向け、地方公共団体等に対し、今月 26 日を

回答期限として、取得等要望書の受付を行っている。 

地方公共団体等から取得等要望書が提出された場合、財務省は、外部有識者等

で構成する国有財産地方審議会を経て、公用公共用等の要件を満たしていると認

めたものについて、随意契約の相手方として決定することとなる。 

その後、価格決定の手続き等を経て、国有地取得の期限（相手方の決定通知日

から２年）までに契約を締結することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の対応 

（１）取得等要望書の提出 

城内地区のまちづくりにおける「地区計画の土地利用方針」、「跡地周辺にお

けるこれまでの取組」などを踏まえ総合的に勘案した結果、跡地は、本市が取

得し、これまで本市が行ってきた小倉都心のまちづくりと調和させるとともに

将来を見据え、小倉都心のさらなる魅力の向上を図っていくべきと判断した。 

このため、財務省に対し、取得等要望書を提出したいと考えている。 

（２）活用案 

跡地の活用については、跡地周辺における「子どもの増加」、小倉都心の「観光

客の増加」など、近年のトレンドを適切に捉えることとし、既存の公園機能の拡

充・補完する施設や、観光需要に対応する施設等の整備を基本に考えている。 
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小倉合同庁舎跡地 位置図 

思永中学校 
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都市計画道路

大門木町線 
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紫川 

小倉合同庁舎跡地 
所 在 地：北九州市小倉北区 

     城内 46 番３外３筆 

面    積：9,635.07 ㎡ 

登記地目：宅地 

用途地域：商業地域 

（建蔽率 80%、容積率 400%） 

所 有 者：財務省 

（窓口：福岡財務支局） 

資料１ 
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資料２
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　小倉合同庁舎　

　　　跡地

生活業務

施設地区

公共交流

施設地区
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国有地処分の一般的な流れについて 

 

財務省は、未利用国有地等については、公用・公共用利用優先の考え方を原則と   

しつつ、効率性の向上を図る観点から、より速やかに、かつ、透明で公平な手続に    

従って処分等するものとし、地方公共団体等からの取得等要望の受付期間及び処分等

相手方の契約締結期限を設定し、受付期間中に取得等要望がない場合又は契約締結 

期限までに契約が締結されない場合は、原則として、速やかに一般競争により売払い

することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 随意契約 

会計法令の規定に基づき、公用公共用等特定の要件を満たす場合に、随意

契約により処分（相手方の例：地方公共団体 等） 

② 価格競争型一般競争入札 

予定価格を超え、かつ、最高価格を提示した者を落札者とする 

資料３ 
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国有地周辺における子どもの増加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全体人口 約 28 千人減 

小倉合同庁舎跡地 

  ：大手町、金田(1,2)、城内、大門、竪町、田町、室町 

国有地周辺の人口推移(直近 10 年間) [参考]北九州市の人口推移(直近 10 年間) 

全体人口 約４千人増 

20 歳未満 
約 1 千人増 

10 歳未満 
約0.5千人増 

20 歳未満 
約 13 千人減 

10 歳未満 
約 8 千人減 

資料４ 
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観光客の増加 

■ 小倉都心地区観光客数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 北九州市外国人観光客数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 北九州空港利用者数 
H28 年度 約 140 万人、H29 年度 約 164 万人、H30 年度 約 178 万人と、３年連続で

過去最高を更新 

 

■ 小倉城のリニューアルオープン 
小倉城において、天守閣展示リニューアル、おもてなしステーション「しろテラス」整備等を

行い、H31.3 にリニューアルオープン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらなる観光客の増加が見込まれる 

増加数 増加率
小倉都心地区
観光客数

85.5 87.4 92.1 301.3 445.1 514.9 546.7 565.9 582.1 583.3 497.8 682%

H29
直近１０年

H24 H25 H26 H27 H28年度 H20 H21 H22 H23

増加数 増加率
北九州市外国人

観光客数
12.6 6.3 11 6.5 11.4 13.2 16.7 25.2 34.9 68.2 55.6 541%

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
直近１０年

（万人） 

（万人） 

資料５ 
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